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本書の使用にあたり

１ 本書は、岐阜県建築行政連絡会特定行政庁分科会において、具体的な事案に対する建築

基準法の運用について各特定行政庁の意見調整を行い、統一見解としてまとめた指標です。

しかしながら建築基準法の運用、解釈については、個々の事案により多種多様であり、単

に各運用指針に記述する字句のみを優先させ解釈するものではありません。また、この運

用指針の策定にあたり、各特定行政庁が従来から行政指導を行ってきた事項の内、独自性

が強く各特定行政庁間で調整が困難であったものがいくつもあり、それらについては掲載

を見合わせました。本指針以外についての指導を行政庁が行う場合があるので予めご承知

おき願います。

２ 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、建設省から

発出された通達はその根拠を失ったものの、本書は、建築基準法の技術的助言として取り

入れていることを前提としています。

３ 各運用指針は、今後の社会の変化、技術的進歩や新材料、新工法等の開発等に対応して

改正を行い、本書も必要に応じて改訂を行うこととします。

４ 防火避難規定に関して、本書で特に定めのない事項の運用については、原則として「建

築物の防火避難規定の解説（日本建築行政会議編集）」によることとします。

５ その他本書の運用に対しての疑義については、特定行政庁に問い合せ願います。

６ 本書において使用している略語の内、主なものは次のとおりです。

法 ：建築基準法

令 ：建築基準法施行令

告示 ：国土交通省告示、建設省告示

通達 ：建設省住宅局建築指導課通達等

防火解説：建築物の防火避難規定の解説（日本建築行政会議編集）

設備指針：建築設備設計・施工上の指導指針（日本建築行政会議編集）
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